
後
期
高
齢
者
制
度
が

 

変
更
と
な
り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に

つ
い
て
、
年
金
収
入
等
80
万
円

以
下
の
人
は
、
今
年
度
、
保
険

料
均
等
割
が
９
割
軽
減
か
ら
８

割
軽
減
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
納
付
額
は
、
年
額
４
，

５
５
０
円
か
ら
年
額
９
，
１
０

０
円
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
同
等
の
収
入
で
要
件

を
満
た
す
場
合
に
は
、
介
護
保

険
料
の
軽
減
や
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
の
支
給
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、次
の
と

お
り
、お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■問【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
】住

民
課
☎
820
‐
５
６
０
４
、【
介
護

保
険
】高
齢
者
支
援
課
☎
820
‐

５
６
０
５
、【
年
金
死
活
支
援
給

付
金
】ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
‐
05
‐
１
１
６
５

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者

（
65
歳
以
上
）
の
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
ま
す

　

令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
の

消
費
税
引
き
上
げ
に
よ
る
経
済

的
影
響
を
平
準
化
す
る
こ
と
を

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険「
被
保
険
者
証
」

（
更
新
）に
つ
い
て

　

現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証

の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
で

す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
７

月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
に
病
院
に
行

く
と
き
に
は
、
必
ず
新
し
い
保

険
証
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

　

８
月
１
日
を
過
ぎ
て
も
、
被

保
険
者
証
が
お
手
元
に
届
か
な

い
と
き
に
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

■問
住
民
課
☎
820
‐
５
６
０
４

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険「
限
度
額
適
用
認
定

証
等
」（
更
新
）に
つ
い
て

　

医
療
機
関
窓
口
（
入
院
・
外

来
）
で
の
支
払
い
は
、「
限
度

額
適
用
認
定
証
等
」
を
提
示
す

れ
ば
、
決
め
ら
れ
た
自
己
負
担

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
発
行
し
て
い
る
「
限
度

額
適
用
認
定
証
等
」
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
で
す
。
国
民
健

康
保
険
に
つ
い
て
は
、
８
月
１

日
以
降
も
必
要
な
場
合
、
申
請

目
的
と
し
て
、
低
所
得
者
の
第

１
号
被
保
険
者
に
対
す
る
介
護

保
険
料
の
軽
減
措
置
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

　

表
の
と
お
り
、
従
来
か
ら
軽

減
措
置
が
行
わ
れ
て
き
た
第
１

段
階
の
第
１
号
被
保
険
者
の
減

額
賦
課
に
係
る
減
額
幅
を
引
き

上
げ
る
と
と
も
に
、
軽
減
措
置

の
対
象
を
第
２
段
階
、
第
３
段

階
の
第
１
号
被
保
険
者
に
ま
で

広
げ
ま
す
。

■問
高
齢
者
支
援
課
☎
820
‐
５
６

０
５

が
必
要
で
す
。

▽
国
民
健
康
保
険
‥
要
申
請

■持
本
人
確
認
書
類
、
印
鑑
（
認

印
可
）

▽
後
期
高
齢
者
医
療
‥
す
で
に

認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
は
自

動
更
新　

※
新
規
は
、
要
申
請

■持
本
人
確
認
書
類
、
印
鑑
（
認

印
可
）

■問
住
民
課
☎
820
‐
５
６
０
４

療
養
手
帳
の
更
新
手
続
き
に

つ
い
て

　

西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

に
よ
る
療
育
手
帳
の
更
新
手
続

き
を
行
い
ま
す
。

■時
８
月
28
日
㈬
午
前
10
時
、
11

時
、
午
後
１
時
、
２
時

■所
熊
野
町
役
場

■対
療
育
手
帳
に
次
回
判
定
日
が

記
載
さ
れ
て
い
る
人

■申
８
月
14
日
㈬
ま
で

※
電
話
に
て
予
約
受
付
け

■予
４
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締

め
切
り
ま
す
。）

■持
療
育
手
帳
、
写
真
（
縦
４
㎝

×
横
３
㎝
）
１
枚
、
印
鑑

■申
民
生
課
☎
820
‐
５
６
３
５

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受

給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
使
い
の
受
給
者
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
で

す
。

　

８
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き

資
格
が
あ
る
人
に
は
、
新
し
い

受
給
者
証
を
７
月
下
旬
ご
ろ
郵

送
し
ま
す
。（
※
更
新
手
続
き

は
不
要
で
す
。）

　

な
お
、
資
格
要
件
に
よ
り
停

止
と
な
る
人
に
つ
い
て
は
別
途

通
知
し
ま
す
。

■問
民
生
課
☎
820
‐
５
６
３
５

階層
区分

課税
状況

本人所得状況
年額の保険料に対する

減額の割合
本
人
世
帯 H30.4～ H31.4～

第１
段階

非
課
税

老齢福祉年金の受給者
または生活保護の受給者 0.45

（30,759円）
0.375

（25,633円）

課税年金収入
額と合計所得
金額の合計

80万円以下
第２
段階

80万円超～
120万円以下

0.75
（51,266円）

0.625
（42,721円）

第３
段階 120万円超 0.75

（51,266円）
0.725

（49,557円）

※所得が一定以上あるときは該当しない場合が
あります。

手帳の種類 対象者
身体障害者手帳 １・２・３級所持者
療育手帳 Ⓐ・Ａ・Ⓑ所持者
▷利用者負担
　１医療機関につき、１日200円
　（通院月４日、入院月14日まで）

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書

を
送
付
し
ま
す

　

令
和
元
年
度
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税
通
知
書
を
７
月
中

旬
、
世
帯
主
（
納
税
義
務
者
）

あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

●
令
和
元
年
度
改
正
点

【
税
率
の
変
更
】

　

国
民
健
康
保
険
制
度
の
県
単

位
化
に
伴
い
、
保
険
税
率
に
つ

い
て
は
、
毎
年
見
直
し
が
行
わ

れ
改
定
さ
れ
ま
す
。
安
定
的
な

運
営
の
た
め
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
軽
減
措
置
の
対
象
拡
大
】

　

所
得
が
少
な
い
世
帯
に
は
、

世
帯
の
所
得
や
人
数
に
応
じ
て

均
等
割
額
お
よ
び
平
等
割
額
の

軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
が
、
軽

減
判
定
基
準
の
変
更
に
よ
り
、

軽
減
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま

す
。
該
当
す
る
世
帯
は
納
税
通

知
書
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
の
申
告
（
確
定

申
告
や
町
県
民
税
等
の
申
告
）

を
し
て
い
な
い
な
ど
、
所
得
が

不
明
の
場
合
は
、
所
得
が
一
定

基
準
よ
り
少
な
い
世
帯
で
あ
っ

て
も
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。

【
賦
課
限
度
額
の
変
更
】

　

医
療
保
険
分
は
58
万
円
か
ら

61
万
円
に
上
限
額
が
変
更
に
な

り
ま
す
。

●
非
自
発
的
失
業
者
等
の
軽

減
・
減
免
に
つ
い
て
の
相
談

　

倒
産
・
解
雇
・
雇
止
め
な
ど

自
己
都
合
で
は
な
い
理
由
に
よ

る
65
歳
未
満
の
失
業
者
（
雇
用

保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
お
よ

び
特
定
理
由
資
格
者
）
等
の
軽

減
や
減
免
等
に
つ
い
て
は
税
務

課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■問
税
務
課
☎
820
‐
５
６
０
３

令和元年度国民健康保険税　税率表
区　分 医療分 支援金分 介護分
所得割 6.70％ 1.99％ 1.85％
均等割 30,100円 9,000円 10,000円
平等割 22,200円 6,600円 6,800円

※下線部：令和元年度改定箇所
※介護分は40歳以上65歳未満の人が対象となります。

＊全額免除の承認期間が２年間ある場合、年金額は年額19,500円程度少なくなります。
＊平成21年３月以前の免除期間は、割合が異なります。

国民年金で免除された保険料の追納について
　国民年金保険料の全額免除や一部免除を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに
比べ、老齢基礎年金の年金受取額が少なくなります。

減額された年金受取額を補うために、国民年金保険料の『追納制度』があります。
▷追納制度とは：免除された期間の保険料について、10年以内であれば、さかのぼって納
めることができる制度です。追納した期間の保険料は「全額納付」として算定されますの
で、年金受取額を満額に近づけることができます。
追納を行う場合は、お申込みが必要です。詳しくは、広島南年金事務所にご相談ください。
※ 免除などを受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降に追納をする場合は、その経過期
間によって、当時の保険料額に一定額が加算されます。
※老齢基礎年金を受け取っている人は追納できません。

 ■問広島南年金事務所☎253－７７１０　住民課保険年金グループ☎820－５６０４

【受け取れる年金額の計算方法】

779,300円 ×   

＋ ＋ ＋ ＋免除なしの
月数

全額免除
月数×4/8

４分の３免除
月数×5/8

半額免除
月数×6/8

４分の１免除
月数×7/8

40年（加入可能年数）×　12か月

認知症カフェ情報▼認知症の人や、その家族、支援者が集い、自由に話せる場所です。
み ら い■時７月16日㈫13：30～16：00■￥200円■所くまの・みらい交流館
ぱたから■時８月７日㈬13：30～16：00■￥200円■所中溝コミュニティセンター

－ 7 －　－ Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'19/７月号 － Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'19/７月号　－ 6 －


